
岩沼市公共物管理条例の一部を改正する条例 

 岩沼市公共物管理条例（昭和４２年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

使用物件 使用料 

単位 金額 

第１種電柱 １本につき１年 ６７０円

第２種電柱 １，０００円

第３種電柱 １，４００円

第１種電話柱 ６００円

第２種電話柱 ９６０円

第３種電話柱 １，３００円

その他の柱類 ６０円

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メートルにつき１年 ６円

地下に設ける電線その他の

線類 

４円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５９０円

地下に設ける変圧器 使用面積１平方メートルに

つき１年 

３６０円

変圧搭その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につき１年 １，２００円

郵便差出箱及び信書便差出

箱 

５００円

水 

道 

管 

・ 

下 

外径が０．０７メートル

未満のもの 

長さ１メートルにつき１年 ２５円

外径が０．０７メートル

以上０．１メートル未満

のもの 

３６円

議案第５号 



水 

道 

管 

・ 

ガ 

ス 

管 

・ 

そ 

の 

他 

こ 

れ 

ら 

に 

類 

す 

る 

工 

作 

物 

外径が０．１メートル以

上０．１５メートル未満

のもの 

５４円

外径が０．１５メートル

以上０．２メートル未満

のもの 

 

７２円

外径が０．２メートル以

上０．３メートル未満の

もの 

 

１１０円

外径が０．３メートル以

上０．４メートル未満の

もの 

 

１４０円

外径が０．４メートル以

上０．７メートル未満の

もの 

 

２５０円

外径が０．７メートル以

上１メートル未満のもの 

 

３６０円

外径が１メートル以上の

もの 

７２０円

通路・通路橋 使用面積１平方メートルに

つき１年 

２４０円

敷地 許可に係る敷地に接続する

土地の固定資産税評価額の

１平方メートル当たりの額

に１００分の２．５を乗じ

て得た額。ただし、固定資



産税評価額３０，０００円

以上の場合は、１平方メー

トル当たり７５０円とし、固

定資産税評価額３，０００円未

満の場合は、１平方メート

ル当たり７５円とする。 

農地 ４０円

広告塔・看板 一時的に設

けるもの 

表示面積１平方メートルに

つき１月 

１９０円

その他のも

の 

表示面積１平方メートルに

つき１年 

１，９００円

電柱、電話柱、軌道柱、街

灯、消火栓標識、バス停留

所標識等に添加された広告

物（電柱、電話柱、軌道

柱、街灯、消火栓標識、バ

ス停留所標識等に巻き付け

て添加された広告物。（以

下「巻付広告」という。）

を除く。）及び建物、塀、

その他公共物の区域外の工

作物に添加され、公共物の

区域内に突出する広告物 

１，３３０円

巻付広告物 ６６５円

標識 １本につき１年 ９６０円

鉄塔 使用面積１平方メートルに

つき１年 

１，２００円

土石等 １立方メートル ５０円

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


